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募集期間：令和７年３月３１日まで

募集場所：①長久手市社会福祉協議会窓口
  ②ながくてエコハウス（市役所の東側の建物）

受付時間：①②とも9：00～17：00
休館日：月曜日（祝日の場合は翌平日）

【連絡先】
社会福祉人 長久手市社会福祉協議会 地域福祉チーム
〒480-1102 長久手市前熊下田171 TEL：0561-62-4700

ご寄付いただきたい
食品の詳細は裏面を
ご覧ください。
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賞味・消費期限がご寄付時に2か月未満のもの

賞味・消費期限が明記されていないもの（砂糖・塩・ガム・チョコレートは除く）

開封済のもの（お米を除く）・ビン詰め・要冷蔵・要冷凍のもの・アルコール飲料等

(みりん、料理酒は除く）・生鮮食品（野菜・果物等）

・ お米（少量・玄米も大歓迎です）

・缶詰 ・飲料 ・お菓子

・ レトルト・インスタント食品

・ 各種調味料

・ 乾物（乾麺、海苔、豆など）

・ベビーフード（粉ミルク・離乳食）

＊賞味・消費期限がご寄付時に2か月以上のもの

10月は「食品ロス削減月間」
10月30日は「食品ロス削減の日」

日本の
食品ロス
事情
令和３年度

年間52３万トン(推計)
１日10トントラック
143３台分

1人1日
お茶碗約1杯分

＝ ＝

令和２年度より１万トン増

本会での取り組みは、令和元年度からはじまり、多くの方からご寄付い
ただいてきました。改めてお礼申し上げます。引き続き、みなさまから
のご寄付・ご協力をお願いします。

社会福祉法人 長久手市社会福祉協議会職員一同

（出典元：消費者庁ウェブサイト）

「ご寄付いただきたい食品」

ご注意ください！ 以下の食品はお引き取りできません
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